
☆ 青少年を取り巻くインターネットトラブルとは？

☆ 家庭で実践されている『ルール』をご紹介‼

1⃣　使用場所の制限　・・・　子供部屋（寝室）は使用禁止、リビングのみ使用

2⃣　使用時間の制限　・・・　食事中・２１時以降は使用禁止・ゲームは２０時まで

3⃣　課金を禁止　・・・　Wi-Fi環境のみ使用、課金が必要な機能の使用禁止

4⃣　使用条件を決める　・・・　やるべきこと（宿題など）を先にするまで使用禁止

5⃣　家族で決めたルールを友達にも知らせる

6⃣　ロックをかけない　・・・　親がいつも見られるようにする

7⃣　親が預かる・置き場所を決める　・・・家では充電器に乗せておく
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近年、スマートフォンを持つ子どもたちが急速に増え、インターネットを利用する機会も増えています。平成３０年

度内閣府調査によると、スマートフォンを利用している小学生はおよそ３４．８％、中学生ではおよそ６２．６％です。

通信機能を備えたゲーム機や音楽プレイヤー等も含め、インターネット利用率は小学生で８５．６％、中学生では９

５．１％で確実に増加傾向にあります。
これらの情報機器は、うまく使いこなせばとても便利なコミュニケーションツールとなりますが、その反面、長時間

利用により生活習慣が乱れたり間違った使い方によりいじめ等のトラブルや犯罪に巻き込まれたりして、子どもたち
の間に様々な問題が発生しています。

事例①
スマートフォンの使い過ぎで、
生活リズムが乱れたままに。

スマートフォンを使うことは、子ども

にとって魅力的。でもスマートフォン

が気になるあまり、日常生活に支障

が出てしまうことも少なくありません。

事例②
何気ない言葉で、思わ
ぬトラブルに発展！？

瞬時にやり取りする文字だ
けの会話では、気持ちが通
じず仲間はずれになるなど、
大人の目が届きにくいところ
でトラブルに発展しがちです。

事例⑤

保護者に内緒で課金、物を売買！？

ゲームで高額の課金、オンラインショッピングサイトでの詐欺被害など、お金に関わ

るトラブルも起きています。人気のフリマアプリでも、保護者の物を勝手に売る、買い

手に個人情報を悪用される等の問題が生じています。

事例③
ネットに流れた情報は回収が困難！

自画撮り画像や、安易な気持ちで送った悪
ふざけ画像。ネットに一度でも流れると、すべ
てを回収・削除することは事実上、不可能で
す。

事例④
ネットだけでは相手の本当の姿
はわかりません。

ネットで知り合った人を簡単に
信用し、実際に会う約束をして、
取り返しのつかない事件や犯
罪に巻き込まれてしまった子
供もいます。

このように実際、色々なトラブルが起きています。

最近では大阪の小学生がSNSを通じて知り合った男に監禁されるという事件も起きました。

このようなことが起きないように今一度、家庭でスマートフォンの使い方について話し合って

みませんか？

<お知らせ>
子どもたちの大切な命を守

るため、令和２年度から全員
徒歩での通学になります。保
護者の皆様におかれまして
は、これからも見守り隊に
ご協力いただけ
ると幸いです。
よろしくお願い
いたします。


